
意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

意匠分類記号 意匠分類の名称

Ｋ９ 産業用機械器具汎用部品及び付属品

 

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品

Ｋ９ 全 産業用機械器具汎用部品及び付属品

参考分類・参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

再掲載指示

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

この分類に含まれる物品

  

定義

産業用機械器具汎用部品及び付属品を分類する。 
 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠）

Ｋ０ Ｋ１～Ｋ９に属さないその他の産業用機械器具

Ｋ１ 利器及び工具

Ｋ２ 漁業用機械器具

Ｋ３ 農業用機械器具，鉱山機械，建設機械等

Ｋ４ 食料加工機械等

Ｋ５ 繊維機械及びミシン

Ｋ６ 化学機械器具

Ｋ７ 金属加工機械，木材加工機械等

Ｋ８ 動力機械器具，ポンプ，圧縮機，送風機等

 
分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など）

過去に分類した物品の名称
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分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など）

真空発生器などと称していても、物品搬送用の真空吸着具として使用されるものはここへ分類する。

ボギーキャリアー（ボギー（ｂｏｇｉｅ ）式構造を採用したキャリアー、即ち、車輪を車体に直接に結合せず

に、心ざらを中心として台車と車体とが回転できるようにした構造のキャリアーを指す。）は当面ここへ分類

するが、Ｇ１－１９００とのクロスサーチ要。

スライダーについて： 用途が不明なスライダー（定かではないが、ガイドレールと対をなす滑り対偶で、

ローラーを介して走行する搬送具としての使用が予定されている部材と推測される。）は、チェーン状に連結

されていない限り、当面ここへ分類する。連結されたものは→Ｋ９－１３。回転機能のみの部品としてのガイ

ドローラーはＫ９－１９。また、直線運動軸受け用と理解される「スライダー」は→Ｋ９－１１０。※一部の大型

のものについてはＧ１－１９００とのクロスサーチ要。

過去に分類した物品の名称

吸着搬送具 機械支持部材用構造材
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｋ９－１０ 動力伝導用機械器具 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ９－１０ 全 動力伝導用機械器具 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｍ２－５９１５ バルブ用アクチュエータ 

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  
 

この分類に含まれる物品 

フライホイール 揺動アクチュエータ 揺動モーター 

ロータリーダンパー コンバイン用緊張輪 オイルダンパー 

   

   
 

定義 

 動力を伝導する際に用いられる機械器具。 

 動力をさまざまに変換・制御する機械器具。 

 流体圧アクチュエータのうち、直線運動（直線作動機→Ｋ９－１７）ではなく回転運動に変換する油圧モータ

や、揺動・旋回運動に変換する揺動モータなどはここへ分類する。 

  

登録 969062 
ピストン型揺動モータ 

登録 977679 
オイルダンパー 

登録 1171532 
揺動アクチュエータ 

 1
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 2

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

  

 

 

過去に分類した物品の名称 

ピストン型揺動モータ   

   

 流体エネルギーを直線的運動に変換す

るアクチュエータ一般はＫ９－１７へ分類

し、ここ（Ｋ９－１０）には、主に回転・揺動

運動などに変換するアクチュエータを分類

するが、用途をバルブの開閉用に限定し

ているアクチュエータはＭ２－５９１５へ分

類する。 

 揺動ではなく振動アクチュエータ、振動モータと称し

ているものは、入力に流体圧を用いていない場合が

多いので通常Ｋ９－１０には分類しない。また、振動さ

せるのでＫ９－１７の直線運動にも該当しないので、そ

れぞれが部品として組み込まれる完成体の具体的な

用途によってＨ２やＨ７などへ分類されている。 

Ｍ２－５９１５ 
登録 799156 
バルブ用アクチュエータ 

Ｈ７－２３９１ 
登録 1079383 
振動アクチュエータ 

Ｈ２－１０ 
登録 1140312 
振動モータ 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｋ９－１７ 直線作動機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ９－１７ 全 直線作動機 

   

   

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  

  

  

  
 

この分類に含まれる物品 

油圧シリンダー 流体圧シリンダー エアーシリンダー 

アクチュエータ ロッドレスシリンダー  

   

   
 

定義 

 対象を直線的に作動させることを目的とする機械部品及びこれらの構成部品。 

 アクチュエータは狭義には流体のエネルギーを機械的エネルギーに変換する機器を指し、作動流体の種

類により油圧アクチュエータと空気圧アクチュエータに大別され、このうち直線運動に変換するアクチュエー

タを「油圧（空圧）シリンダ」、回転運動に変換するものを「油圧（空圧）モータ」、一定角度内を旋回運動する

ものを「油圧（空圧）揺動モータ」などというが、この内の直線運動に変換する流体圧アクチュエータを分類す

る。 

 また、流体圧以外の入力をスクリュー軸等を用いて直線運動に変換出力するものも当面ここに分類する。

 作動源として電動モータ、ポンプなどの動力ユニットが組み合わさったシリンダ（アクチュエータ）も含む。 

  

  
登録 1168880 
流体圧シリンダ 

登録 1158040 
変位調節機構付ロッドレスシリンダ 

登録 1155746 
電動アクチュエータ
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 
直線運動以外の運動に変換するアクチュエータ（流体圧モータ、揺動アクチュエータなど）は→Ｋ９－１０へ。

 

 

 

 

 

 

 

 

振

ず

そ

 

 

 

変

 

 

Ｋ９－１０ 
登録 1171532 
揺動アクチュエータ 
動アクチュエータ、振動モータと称しているものは、振動させるので、Ｋ９－１７の直線作動機には該当せ

、また、入力に流体圧を用いていない場合が多いので通常Ｋ９－１０にも分類しない。これらについては、

れぞれが部品として組み込まれる完成体の具体的な用途に応じてＨ２やＨ７などへ分類されている。 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

過去に分類した物品の名称 

位調節機構付ロッドレスシリンダ 電動アクチュエータ  

  

Ｈ７－２３９１ 
登録 1079383 
振動アクチュエータ 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｋ９－１９ 動力伝導用機械器具部品及び付属品

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ９－１９ 全 動力伝導用機械器具部品及び付属品 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

この分類に含まれる物品 

動力伝導用ベルトタイトナー ガイド用ローラー スライダー支持型材 

シリンダー用バレル クラッチのダンプカバー  
 

定義 

 動力を伝動する際に用いられる機械器具の部品・付属品。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ｋ９－１代に分類される動力伝動用機械器具の構成部品（ただしＫ９－１１からＫ９－１８に分類されるそれ

ぞれの構成部品を除く）。 

 Ｋ９－１代に分類される動力伝動用機械器具の付属品（ただしＫ９－１１９０に分類される付属品を除く）。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品） 
 ガイドローラーについて：使用対象を特に選ばない（ガイドレール上を走行する）ガイドローラー一般はここ

に分類するが、つり戸などにも用いられる可能性を有しているのでＬ５－６２とのクロスが必要。 

 なお、これらと対をなすガイドレールは→Ｇ１－６０、Ｌ４－６５０とのクロス要。 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

  
 

過去に分類した物品の名称 

流体圧シリンダの取り付け具 車両用ベルトの張力調整器 動力伝導用ベルトのベルト寄せ 

   

登録 1156106 
流体圧シリンダの取り付け具 

登録 1149727 
車両用ベルトの張力調整器

登録 652541 
動力伝導用ベルトのベルト寄せ 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｋ９－２０ 潤滑用具等 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ９－２０ 全 潤滑用具等 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｍ２－５０００ バルブ等 

  
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

この分類に含まれる物品 

フィルター付圧力調整器 フィルター付減圧弁 ルブリケータ 

空気圧調整器   

   
 

定義 

 潤滑用具等に関するものを分類する。 

 

他の意匠分類との関係（含まれない物品） 
圧力調整器はＭ２－５０００に分類する。 

フィルター付のものはすべてＫ９－２０に分類する。 
 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

  

 
 

過去に分類した物品の名称 

空気圧調整器 フィルタ付圧力調整器 フィルタ付減圧弁 

ルブリケータ オイラー  

１１０９４８４号 
圧縮空気用フィルター付き減圧弁 

 

１１２５５２４号 
フィルタ付き切換弁 

 

８５７９９８号 
ルブリケータ 
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｋ９－２３ 油フィルター等 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ９－２３ 全 油フィルター等 
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ６－１２００ 化学工業用ろ過機、汚水処理用ろ過機、上水道用ろ過機 

Ｋ８－６９０ 圧縮空気除湿器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｋ６－１２００ ろ過機 

  
 

この分類に含まれる物品 

内燃機関用油フィルター 内燃機関用エアーフィルター フィルターエレメント 

圧縮機用エアーフィルター ポンプ付きオイルクリーナー  

ディーゼルエンジン用黒煙除去フィルター   
 

定義 

 オイル又はエア等の流体をろ過するフィルター等。 

 内燃機関用のフィルターを含む。 

 ただし、化学工業用ろ過機、化学実験用ろ過機、理化学機器用ろ過機はＫ６－１２００に分類する。 

他の

 

 
 

過

内燃

ポン

 

 

８６２４２３号 
ポンプ付きオイルクリーナ 

１１５５７７１号 
ディーゼルエンジン用黒煙除去

フィルター 

 

 

１１４７６８１号 
自動車用エアークリーナー
１１６６８１４号 
エアフィルター
意匠分類との関係（含まれない物品） 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

去に分類した物品の名称 

機関用油フィルター 内燃機関用エアーフィルター 圧縮機用エアーフィルター 

プ付きオイルクリーナー ディーゼルエンジン用黒煙除去フィルター フィルターエレメント 

 
 



意匠分類定義カード                                                                               D-CLASS 

意匠分類記号 意匠分類の名称

Ｋ９－２４０ 給油機械

 

対応する旧意匠分類 ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品

Ｋ９－２４０ 全 給油機械

参考分類・参考物品

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

再掲載指示

分類記号 分類の名称 または 物品の名称

この分類に含まれる物品

オイル交換機 手動給油機 オイル貯蔵器

定義

ポンプを内蔵した給油機械。

他の意匠分類との関係（含まれない物品） 
油差しはＫ９－２１に分類する。

ガス充填機はＫ８－６０に分類する。

電源供給機はＨ２－２０に分類する。 
分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など）

過去に分類した物品の名称

オイル交換機 手動給油機 オイル貯蔵器

液体燃料供給機

 

１１０５８１２号 
手動給油機 

 

９８５１６８号 
オイル貯蔵器 

 

１１６３９９０号 
オイル交換機本体 
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 1

 

意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｋ９－２４１ ガソリン計量機 

 
 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ９－２４１ 全 ガソリン給油機 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｊ１－３２００ ガソリン量器 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
 

この分類に含まれる物品 

ガソリン給油機 ガソリン給油ホース巻き取り器 ガソリン計量機 

   
 

定義 

 給油機械のうち、ガソリンスタンドに設置されるガソリン供給販売機型のもの。 

 関連機器を含む。 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

 給油機構を有しないガソリン計量機、表示器はＪ１－３２００。 

１０２２２４４－００６号

給油機本体 

 

９７２０６５号 
給油ホース吊下げケース

 

１１０９６６８号 
給油機 

登録９７４６８５号 
ガソリン計量機用制御機 
Ｊ１－３２００ 
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分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

過去に分類した物品の名称 

ガソリン給油機 ガソリン給油ホース巻き取り器 給油ホース吊下げケース 

給油ホース吊下げ用タワー ガソリン計量機  
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意匠分類記号 
 

意匠分類の名称 

Ｋ９－３ 産業用機械器具用防振具又は産業用機械器具用防振台 

 
４ 

対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｋ９－３ 全 産業用機械器具用防振具又は産業用機械器具用防振台 

   
 

参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｄ４－３９ エアーコンディショナー用防振架台 

Ｄ９－１５ 家具用脚等 

Ｊ１－９４ 計器用取付け台及び計器用支持台 

Ｌ４－５５ 建築用防震天井吊木 

Ｌ４－５７ 床材支持脚用防振具 
 

再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

  
７ 

この分類に含まれる物品 

エンジン用架台 圧縮機用防振台 ポンプ用防振台 

金属加工機械用防振台 ショックアブソーバー インシュレーター 
 

定義 

 各種機械の振動防止のための緩衝具及び緩衝台。 

 産業用機械器具以外に使用されるものであっても、本体と一体性のない、汎用的な形態のものを含む。 

 

 登録１１６６４４３号 

産業用機械器具用防振具 

 

登録１０９０９８３号 

防振ゴム板 

 

登録１１３４５３６号 

ショックアブソーバ 
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他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 

形態的に見て汎用性が高いと思われるエアーコンディショナー用の防振ゴム（例：登録１０９０９８３号 防振

ゴム板）も分類する。 

 なお、エアーコンディショナー用防振架台等の汎用性がない単なる架台であるものはＤ４－３９に分類す

る。 

 音響機器用、映像機器用のインシュレーターも分類する。 

 家具等の脚に使用されるキャップ状のものや、本体と一体になって使用されるものはＤ９－１５に分類す

る。 

 

 

分類付与運用メモ（付与優先関係、懸案事項など） 

 

 

 

過去に分類した物品の名称 

エンジン用架台 圧縮機用防振台 ポンプ用防振台 

金属加工機械用防振台 ショックアブソーバ エアーコンディショナー用防振ゴム 

インシュレーター   

Ｄ４－３９ 

登録１１７０５３４号 

エアーコンディショナー用室外機設置台 

Ｋ９－３ 

登録９３６４７３号 

音響・映像用インシュレーター 

 

 


